
��������������

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■
■

News

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所

得
税
や
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全

額
が
課
税
対
象
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。控

除
を
受
け
る
と
き
は
、
保
険
料
を

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
証

明
書
又
は
領
収
証
書
）
の
添
付
が
必
要

で
す
。

こ
の
た
め
、
１１
月
上
旬
又
は
翌
年
２

月
に
、
社
会
保
険
庁
よ
り
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

（
ハ
ガ
キ
様
式
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

１１
月
送
付
対
象
者

１
月
１
日
か
ら
９
月
３０
日
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方

翌
年
２
月
送
付
対
象
者

１０
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
間

に
、
そ
の
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
た
方

※

な
お
、
年
末
調
整
な
ど
の
手
続
き

に
つ
い
て
は
、
税
務
署
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

保
険
料
の
領
収
証
書
は
大
切
に

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
る

と
、
証
明
額
に
記
載
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
領
収
証
書
に
よ
り
控

除
額
を
自
己
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
保
険
料
の
領
収
証
書
は
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
届
い
た
ら

年
金
記
録
に
「
も
れ
」
や
「
間
違
い
」

が
な
い
か
十
分
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

訂
正
が
あ
る
場
合
も
、
な
い
場
合
も
、

必
ず
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

住
所
変
更
の
手
続
き
を

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
確
実
に
お
届

け
す
る
た
め
に
、
正
し
い
住
所
の
届
出

が
必
要
で
す
。
住
所
異
動
の
際
は
、
変

更
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
は
大
切
に

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
へ
回
答
を
！

ご
質
問
・
お
問
い
合
わ
せ
は

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
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・
月
〜
金
曜
日

９
時
〜
２０
時

・
第
２
土
曜
日

９
時
〜
１７
時

※

Ｉ
Ｐ
電
話
（
ひ
か
り
電
話
な
ど
）、

Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
の
場
合
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問

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
第
二
課
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町
民
課
住
民
係
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農
業
者
年
金
の
特
徴

�
農
業
に
従
事
す
る
方
は
加
入
で
き
ま

す国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、

年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
６０
歳

未
満
の
方
は
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

�
「
積
立
方
式
」
の
年
金
で
す

�
保
険
料
が
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す

月
額
２
万
円
〜
６
万
７
�０
０
０
円
の

間
で
い
つ
で
も
見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
８０
歳
ま
で
の
保
証
が
付
い
た
「
終
身

年
金
」
で
す

年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

仮
に
８０
歳
前
に
亡
く
な
っ
て
も
、
８０
歳

ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農

業
者
老
齢
年
金
を
一
時
金
と
し
て
遺
族

の
方
に
支
給
し
ま
す
。

�
税
の
特
例
が
あ
り
ま
す

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
、
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

受
け
取
る
農
業
者
年
金
は
、
公
的
年
金

等
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

�
保
険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

認
定
農
業
者
な
ど
要
件
を
満
た
し
た

方
に
は
、
月
額
最
高
１
万
円
の
保
険
料

補
助
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
農
業
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

農
業
委
員
会
事
務
局
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老
後
の
生
活
は
自
分
で
守
ろ
う
！

農
業
者
を
応
援
す
る
「
農
業
者
年
金
」

1188


